
行政コスト計算書からわかること 

     

     平成１９年度の行政コスト計算書を費用の部、収入の部、当期純剰余の総額で表示すると次の

とおりになります。 

 

塩 竈 市 市民 1人当り 

費用の部 １６４億円 費用の部 ２８．０万円 

収入の部 １６８億円 収入の部 ２８．７万円 

当期純剰余  ４億円 

 

当期純剰余 ０．７万円 

                            （Ｈ20.3.31 現在 58,733 人で算出） 

  

バランスシートは、行政活動における経営資源の状況とその経営資源を調達するための財源状

況を明らかにするもので、いわば行政目的の達成度を資産という形で表したものです。これに対

して行政コスト計算書は、資産の形成につながらない当該年度の行政サービスを、費用（コスト）

という指標で表したものです。コストを現金の支出だけではなく、減価償却費や退職給与引当金

繰入額などの非現金支出を含めて捉えることにより、本市がどのような活動にどれくらいのコス

トを投入したのかが把握できます。 

 

（１）費用の部 

行政コスト計算書から、人件費がコストの１９．８％、繰出金が１９．２％、物件費１１．６％

として計上されていることがわかります。決算統計上では歳出の約９．２％を占めている普通建

設事業費が行政コスト計算書では０．３％になります。これらに、決算統計上では計上されない

減価償却費や退職給与引当金繰入額、不納欠損額を加えると、当該年度の行政活動にかかる費用

総額は約１６４億円となっております。 

 

（２）収入の部 

決算統計の歳入の額と比較すると、決算統計上では約１９２億円の収入ですが、行政コスト計

算書では当該年度に発生した収入は約１６８億円ということがわかります。 

  

決算統計上では歳入歳出の差し引きである形式収支約５．６億円を翌年度に持ち越しておりま

すが、行政コスト計算書では、費用に対し収入が約４億円の純剰余金が発生したことになります。 

 

 （３）目的別行政コスト計算書 

  ・民生費 

     民生費は５６億円で、行政コスト計算書の目的別では最も大きく、全体の費用の３４．３％

を占めています。このうち、扶助費が３１億円で民生費全体の５４．１％にのぼっています。 

  ・土木費 

     土木費は３７億円であり、全体の費用の２２．５％を占めています。内訳の大きな項目は減

価償却費（１６億円）と繰出金（１５億円）です。繰出金については、下水道事業特別会計へ

の繰出金（１４億円）が主な支出となっています。 

市民 1人当り 
で見ると 
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